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お知らせ４月

■
勤
務
内
容
等

　

夜
間
、
休
日
等
に
お
け
る
、
電
話

等
の
対
応
等
や
貸
し
館
、
受
付
等
の

管
理
業
務

（
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
が
で
き
る

方
）

■
採
用
期
間

　

５
月
１
日
㈭
～
平
成
27
年
３
月
31

日
㈫

　

※
採
用
期
間
の
更
新
あ
り

■
報
酬
額

　

町
規
定
に
よ
る

■
申
し
込
み
方
法

　

４
月
22
日
㈫
ま
で
に
大
島
文
化
セ

ン
タ
ー
（
大
島
公
民
館
）
へ
履
歴
書

を
持
参
。

〒
７
４
２
‐
２
１
０
６

　

周
防
大
島
町
小
松
１
３
８
‐
１

大
島
文
化
セ
ン
タ
ー（
大
島
公
民
館
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
島
公
民
館

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
３
０
０

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
を
募

集
し
ま
す

■
採
用
予
定
人
員　

１
人

■
職
務
内
容

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の

取
り
組
み
を
広
く
町
民
に
周
知
す

る
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
広
報

誌
の
作
成
。
町
内
５
中
学
校
を
中

心
に
、
地
域
と
連
携
し
た
キ
ャ
リ

ア
教
育
を
推
進
す
る
研
修
会
等
の

企
画
立
案
。
各
学
校
間
の
連
絡
調

整
。（
パ
ソ
コ
ン
操
作
有
）

■
勤
務
場
所　

　

周
防
大
島
町
教
育
委
員
会
（
東

和
総
合
セ
ン
タ
ー
内
）

■
採
用
時
期　

　

６
月
２
日
㈪
～
平
成
27
年
３
月

31
日
㈫

■
勤
務
条
件
等

・
勤
務
日　

週
３
日
（
勤
務
日
は

採
用
者
と
相
談
の
上
、
決
定
し
ま

す
。）

・
勤
務
時
間　

午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
15
分
ま
で

■
資
格

　

普
通
自
動
車
免
許

■
申
し
込
み
方
法

　

５
月
７
日
㈬
必
着
で
、
履
歴
書

を
郵
送
も
し
く
は
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
５
１
２

　

周
防
大
島
町
大
字
平
野
２
６
９

番
地
44

■
面
接
日
・
場
所

　

別
途
通
知
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

学
校
教
育
課　

学
校
教
育
班

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
２
２
０
４

　町では、平成 26 年度に地域づくりを目的とした事業を
行う団体に対し、活動を支援するための補助金を交付する
事業を実施します。募集要項や様式は、町ホームページま
たは各総合支所窓口で入手できますので、ご応募ください。
◆対象団体
　周防大島町を主たる活動範囲とし、３名以上で構成され、
政治・宗教・営利のみまたは団体の運営経費・備品等の取
得を目的としない団体。
◆対象事業
①新たな個性や特性を育むネットワークやシステムを形成
する事業
②地域の個性や特性に磨きをかける人材育成事業、魅力発
揮事業
③住民参画による地域づくりの機運を育むイベント、ワー
クショップ等の開催事業
◆補助金額
　一団体への支援は、事業費の９割以内とし、新規の活動
や小規模な活動を立ち上げ、実施するスタートアップ支援
事業については上限 20万円、活動の定着・自立化を図るス
テップアップ支援事業については上限を 50万円とします。
支援限度額に事業規模を合わせる必要はありません。
※支援金額は審査の結果により申請額より減額となる場合
があります。なお、平成 27年２月末までに事業が終了する
ようにしてください。
◆募集期限　５月 15日㈭　必着
◆問い合わせ　政策企画課　☎０８２０（７４）１００７

地域づくり活動支援事業を募集します
地域資源活用新ビジネス

応援事業を募集します

お
知
ら
せ

　町では平成 26 年度に、周防大島町で産出される農
林水産物などの地域資源を活用して、オリジナリティ溢
れ、魅力や可能性のある商品を開発しようとする個人やグ
ループに対し、その開発にかかる経費の一部を予算の範囲
内で補助いたします。募集要項や様式は、町ホームページ
または、各総合支所で入手できますので、ご応募ください。
◆対象者
　周防大島町内に居住もしくは申請時に周防大島町に居
住する個人やグループであって、周防大島町内で産出され
た産品を使用し、新規に独創的で魅力的な商品開発を行お
うとする者。
※詳細については、商工観光課にお問い合わせください。
◆対象事業
①周防大島町内で産出した産品を使用した商品の開発に
かかる経費であること。
②独創性が高く、商品として期待の持てるものであるこ
と。
◆補助金額
　商品の開発に対する補助金は、対象事業経費の９割以内
とし、上限を 30万円以内とします。支援限度額に事業規
模を合わせる必要はありません。
※補助金額は審査の結果により減額となる場合がありま
す。なお、平成 27年２月末までに事業が終了するように
してください。
◆募集期限　５月 15日㈭　必着
◆問い合わせ　商工観光課　☎０８２０（７９）１００３


